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保 証 制 度 に つ い て

1｜ 保証対象

　 　 保証対象と なるのは、 M-HOUSE にて建築し た住宅（ 居住の用に供するも の） です。

2｜ 保証期間

　 　 保証の期間は、 建物のお引渡し 日から 、 それぞれの保証対象項目における保証期間経過日までと なり ます。

　 　 　   なお、 保証期間内にお客様が建物を第三者に譲渡さ れた場合でも 、 サービスは継続さ れます。

3｜ アフ タ ーサービスの流れ

　 　 アフ タ ーサービス内容に該当する問題が発生し た場合、 当社スタ ッ フ 若し く はアフ タ ーサービス関連会社の

　 　 　  スタ ッ フ がその状態を確認し 、 その後所定の方法により 補修・ 施工を行います。 無償または有償と なり ます。

4｜ 共通免責事項

　 　 保証対象と なるのは、 M-HOUSE にて建築し た住宅（ 居住の用に供するも の） です。 ただし 、 11 年目以降は

　 　 　   不具合が生じ た時点で、 継続し て 6 ヶ 月以上居住し ていない場合は対象外と なり ます。

5｜ 　 　 　 　 　 　 　   の「 60 年保証」 と は

1. 自然現象及び周辺環境に起因する も の

　 　 　 ●天災・ 火災などの不可抗力に起因するも の●敷地およ びその周辺の地盤の変動、 沈下、 地滑り 、 塵崩れ、 断層、 地割れなどに

　 　 　 起因する も の●周辺環境、 塩害、 公害に起因する と 思われる腐食、 錆などの損傷●近隣の土木工事、 建築工事の影響による も の

　 　 　 ●摩擦、 汚れ、 退色、 変色、 乾燥、 縮みなど、 材料の特性、 通常の経年変化による も の●通常を 超える 積雪や凍結に起因する も の

　 　 　 ●屋根から の落雪などによ る 建物へ外構などへの損傷、 および近隣や通行人などへの被害

2.　 　 使用方法・ 注文者の工事などの起因する も の

　 　 　 ●当社以外のも のによる 増改築、 補修、 交換、 移動、 機器増設、 地盤変動などの工事、 なら びに屋根に重量物、 ソ ーラ ー、 アン テナ

　 　 　 などを 取り 付けたこ と に起因する も の●居住者あるいは第三者の故意、 または過失によ る も の●取扱説明書などに示さ れた以外の

　 　 　 不適切な使用、 または維持管理の不備に起因する も の●不十分な換気及び水蒸気を 大量に発生さ せる住まい方によ っ て生ずる 結露、

　 　 　 も し く はこ の結露に起因し て壁面や床などに発生する カ ビ 、 錆、 シミ 、 汚れ●重量物の不適切な設置、 使用によ る も の●注文者の

　 　 　 支給部材、 機器類、 工事およ びこ れに起因する も の

3.　 　 その他

　 　 　 ●付帯設備などについてはメ ーカ ーによ る 保証内容、 保証期間を 超える も の

　 　 　 ※付帯設備機器の保証期間については、 設備保証基準に準じ ます。

　 　 　 ※電球やパッ キンなどの消耗品は、 保証の対象外と なり ますのでご了承く ださ い。

　 　 　 ●小動物の害（ ダニ類などの発生も 含む） に起因する 損傷、 機能不良●専用住宅以外の用途に使用する も の、 別荘などの常時居住

　 　 　 し ないも の、 または継続し て 6 ヶ 月以上居住し ない場合●引き 渡し 検査時においてキズ、 汚れなどの申し 出がなかっ たも の

お客様から のお申し 出

アフ タ ーサービス点検時

確認調査

無償修理

有償修理

［ 保証期間内の無償修理］

「 本書」 に記載さ れている保証期間内の

各補修工事

［ 保証期間経過後の有償修理と その他の有償工事］

「 本書」 に記載さ れている保証期間経過後の各補修工事

       　     平成 12 年に施工さ れた「 住宅の品質確保の促進等に関する法律」 では、 “構造耐力上主要な部分” と

　 　 　   “雨水の侵入を防止する部分” について、 全ての新築住宅に 10 年保証を義務付けています。

　 　 　   M-HOUSE は、 お客様により 安心し て頂けるよう に 20 年保証（ 無償） と さ せて頂き 、 さ ら に 20 年目

　 　 　   以降も 有償のメ ンテナンスを行っ て頂ければ最長 60 年目までの延長保証を行っ ており ます。



アフ タ ーサービ スと 住宅メ ン テナン スの

タ イ ムスケジュ ール

建物のお引渡し から 、 3 ヶ 月後、 1 年後、 2 年後、 5 年後、 10 年後、 15 年後、 20 年後の時点で M-HOUSE GROUP

のサービ ススタ ッ フ 及び提携会社スタ ッ フ による 点検を 行います。 長期保証対象事項は、 20 年経過以降 10 年毎の

有償メ ン テナン スを っ て頂いた場合、 最大 60 年目まで保証いたし ます。

長　 期　 保　 証 短　 期　 保　 証

　 構造耐力上主要な部分

雨水の侵入を防止する部分

　 　 保 証 期 間（ 20 年）

　 　  設　 備   

　 　  防　 蟻

保 証 期 間（ 10 年）

20 年点検時有償メ ンテナンス工事

・ 屋根工事（ 再塗装、 葺き 替え等）

・ 板金工事（ 再塗装、 交換等）

・ バルコ ニー FRP 防水工事（ 再防水等）

・ 外壁工事（ 吹き 付け直し 、 再塗装等）

・ 外部コ ーキング（ 補修、 交換）

・ 防蟻工事

防蟻工事

  （ 有償）

防蟻工事

  （ 有償）

建物引き渡し

3 ヶ 月目

1 年目

2 年目

5 年目

10 年目

20 年目

30 年目～ 60 年目

無 

償 

点 

検

　   一部の設備

  保証期間（ 1 年）

  保証期間（ 2 年）

      建具不良

      仕上げ材の

　   変形、 剥離

  保証期間（ 2 年）

設備保証

  （ 10 年）

・ 5 年毎に有償工事

【 10 年毎の有償メ ンテナンス工事】

15 年目

※10 年目状況確認

・ 5 年毎に有償工事

※11 年目以降は継続し て 6 ヶ 月

　 以上の居住が必須



ア フ  タ  ー サ ー ビ ス 事 項 お よ び 保 証 期 間

長期保証 最長 60 年までの延長保証制度あり ※基本保証期間以降は 10 年毎の有償ﾒﾝﾃﾅﾝｽ必須

防　 蟻

保証対象部分

軸組

壁等の防蟻処理を

行っ た部分

白蟻等の蝕害

現　 象 特定免責事項

●引き 渡し 後、 土壌を 変更し た場合

お客様、 も し く はお客様が業者に依頼し て土壌の変更工事を行っ たり 、

浸水や崖崩れなどにより 土壌に変更があっ た場合は、 防蟻の薬剤効力が

なく なり ますので、 白蟻の発生による損傷は保証の対象外と なり ます。

●環境の変化などによる 予見不可能な白蟻の

　 生態変化に起因するも の

異常気象などにより 白蟻が大量発生するよう な予見不可能な生態の

変化により 損傷を受けた場合は、 保証の対象外と なり ます。

●防蟻処理を 施し ていない、 杭・ 枯材などが当該建物に

　 接近し ていてそれら に起因する も の

薬剤の処理をし ていない杭、 柵、 枯材、 切り 株などが建物の近く にある

場合そこ に白蟻が住み着く こ と が多く 、 それによる損傷は保証の対象外

と なり ます。

※防蟻の保証期間は、 建物の竣工日から 10 年と なり ます。

構造耐力上主要な部分

基本保証期間 10 年

基本保証期間 20 年
保証対象部分 現　 象 特定免責事項

屋根

外壁

壁

柱

床

梁

間仕切壁

（ 構造耐力上主要

な部分）

ひび割れ

欠損

破断その他の変形

傾斜

基礎

（ アプロ ーチ、

ポーチ、 土間、

テラ ス、 カ ーポート

等は除く ）

ひび割れ

欠損

●表面仕上材のみの現象

構造体力上主要な部分での現象であり 、 建物の表面を覆う 部材である

仕上材を保証するも のではあり ません。 但し 、 構造耐力上主要な部分

は外から 判断し にく いため、 仕上材の現象から 推測する事はできます。

●木材の乾燥収縮による ひび割れ

木材は乾燥するに従い、 材質的特性から ひび割れが生じ やすいも ので

す。 こ れは通常避けら れない現象であり 、 構造強度に影響がないため

保証の対象外と なり ます。

●材料特性の異なる 構造材または下地が

　 接合さ れた部分に発生し たひび割れまたは欠損

それぞれの材料の収縮性などの違いにより 、 異なっ た材料が接合さ れ

た部分は、 ひび割れや欠損が生じ やすいも のです。 こ れは通常避けら

れない現象で、 構造強度に影響がないため保証の対象外と なり ます。

●基礎コ ン ク リ ート の伸縮によ る ひび割れ、 欠損

コ ンク リ ート は木材と 同様、 乾燥するに従っ て材質的特性から ひび割

れが生じ やすいも のです。 こ れは通常避けら れない現象であり 、 構造

強度に影響がないため保証の対象外と なり ます。

●構造耐力上影響のないも の

構造耐力上影響のあるも のと し て鉄筋の露出する欠損、 鉄筋の錆び汁

を伴っ たひび割れ、 欠損およびこ れら に準じ るも のをいいます。

※1000 分の 6 以上の傾き



雨水の侵入を 防止する部分

保証対象部分

室内への雨漏り

現　 象 特定免責事項

●台風、 暴風雨などの強風時、 開口部から の一時的な漏水

基本保証期間 20 年

保証対象部分

屋根

外壁

バルコ ニー

外壁の開口部

台風、 暴風雨などの際に飛来物によるガラ スの損傷や、 開口部（ サッ シ）

の閉め忘れなどで発生し た雨漏り は、 保証の対象外と なり ます。 雨漏り

などを伴わないシーリ ング表面のひび割れなどの保証期間は 2 年と なり

ます。 また、 バルコ ニート ッ プコ ート に多少のはがれやひびが生じ る事

は避けら れません。 し かし 住宅の品質または性能を損なう も のではあり

ません。 よっ て、 こ の様な多少のはがれやひび等は保証の対象外です。

●枯葉などの異物の詰まり によ る も の

樋、 またはバルコ ニーの排水部分に枯葉などの異物が詰まっ たこ と によ

る雨漏り は、 保証の対象外と なり ます。 日頃から 注意し てお手入れを心

がけてく ださ い。

●屋根の雪下ろ し 時の損傷などに起因するも の

積雪により お客様自身、 も し く はお客様が依頼し て雪下ろ し を行っ た際

の、 屋根または周辺部分の損傷は保証の対象外と なり ます。

●家具、 調度などの汚損

万が一、 雨漏り が発生し たと き 、 家具または調度品などに汚損が及んだ

場合、 その品については保証の対象外と なり ます。

●屋根葺材、 外壁仕上材などについて

　 維持管理が不十分なも の

お客様が適切な維持管理をし なかっ たこ と によっ て発生し た雨漏り 、

および雨漏り による損傷は、 保証の対象外と なり ます。

メ ンテナンスと 延長保証について
お引渡し から 10 年目以降の定期点検（ 5 年毎） の際、 防蟻処理を 行っ て頂ければ 5 年のし ろ あり 保証を 付保し ます。

お引渡し から 20 年目以降の定期点検（ 10 年毎） の際、 下記のメ ンテナンス内容②～⑥の項目において当社が必要と

判断し た有償工事を 実施し ていただいた場合、 保証期間を 10 年、 最長で 60 年目まで延長いたし ます。

メ ンテナンス内容 メ ンテナンス時期 延長期間

防　 蟻

雨水の侵入を

防止する 部分

①防蟻工事

②屋根工事（ 再塗装、 葺き 替えなど）

③板金工事（ 再塗装、 交換など）

④バルコ ニーＦ Ｒ Ｐ 防水工事（ 再防水など）

⑤外壁工事（ 吹き 付け直し 、 再塗装など）

⑥外部コ ーキン グ（ 補修、 交換）

10 年目以降点検時

　 　  （ 5 年毎）

5 年延長

10 年延長20 年目以降点検時

　 　（ 10 年毎）

※バルコ ニーはト ッ プコ ート 塗り 替え工事をし た場合に限り ます。

雨水の侵入を防止する部分と は
屋根も し く は外壁またはこ れら の開口部に設ける戸、 枠その他の建具。 雨水を 排除する ために

住宅に設ける 排水管のう ち 当該住宅の屋根も し く は外壁の内部または屋内にある部分。

※建物のお引渡し から 最長 60 年目まで。



ア フ  タ  ー サ ー ビ ス 事 項 お よ び 保 証 期 間

設備保証

住設あんし んサポート

保証対象機器

■給湯器 ×1

・ 本体

・ 操作パネル

■システムキッ チン ×1

・ コ ンロ （ ガス、 IH）

・ ビ ルト イ ン浄水器

・ レ ンジフ ード

・ 水栓

・ ビ ルト イ ン食洗器

■システムバス ×1

・ 本体（ 排水ボタ ン ）

・ 浴室換気乾燥暖房機

・ 水栓

■洗面化粧台 ×1

・ 本体

・ 換気扇

・ 水栓

■ト イ レ ×2

・ 本体

・ 機能付便座

・ 換気扇

◆電気的部品の故障

（ 基板・ セン サーなど）

◆機械的部品の故障

（ モータ ーなど）

◆製品内部の金属劣化

◆据付型ﾘﾓｺﾝの故障

◆本体操作ﾕﾆｯﾄの故障

保証内容 特定免責事項

●製品の機能およ び使用に影響のない損害（ 美観的損害など）

●単純な消耗品の交換

●使用者の操作ミ スを 原因と する 故障・ 不具合

●設計、 工事等を 原因と する 瑕疵・ 故障・ 不具合

●火災や地震など外部要因に起因する 故障・ 不具合

●対象機器の起因する 身体障害・ その他の財物の故障・ 損害

※保証期間中に発生し た故障かつ保証期間中に修理のご依頼を いただいたも のに限り ます。

※お客様が保証書記載のコ ールセンタ ーに修理の申し 出を せず、 メ ーカ ー等に直接修理の依頼を 行っ た場合は対象外です。

※保証対象外と なる 故障・ 不具合も ございます。 詳し い保証内容は保証サービス基本約款を ご確認く ださ い。

※保証対象外の故障については有料（ 出張料・ 作業料含む） にて修理を 承り ます。

基本保証期間 10 年

（ 10 年）

住宅設備機器に保証対象と なる故障や不具合が発生し た場合、

10 年間無料で出張修理や部品交換が受けら れます。

修理に関わる部品代、 出張費、 作業料等全て無料です。

また、 お引き 渡し から 10 年間何度でも ご利用いただけます。

10 年間

何度でも  利用可能

新品交換含め

無 料 修 理

機器ごと に異なるメ ーカ ーも

　  窓口一本化



ア フ  タ  ー サ ー ビ ス 事 項 お よ び 保 証 期 間

短期保証

電気工事

保証対象部分 現　 象 特定免責事項

（ 1 ～ 2 年）

保証期間

コ ン セン ト

スイ ッ チ

取付不調

作動不良　 等
1 年

2 年配管、 配線 接続・ 支持不良

腐食、 破損　 等

給水・ 排水・ 給湯工事

保証対象部分 現　 象 特定免責事項保証期間

蛇口、 水栓

ト ラ ッ プ

取付不調

作動不良　 等

厨房・ 衛生器具

給水・ 給湯配管

排水配管

取付不良、 水漏れ

排水不良、 破損

作動不良　 等

接続・ 支持不良、

電食、 腐食、 折損、

結露によ り 他の部材

を 著し く 劣化さ せた

場合

勾配・ 接続・ 固定不

良等によ る排水不良

または地盤沈下によ

る 折損、 漏水、 結露

により 他の部材を 著

し く 劣化さ せた場合

1 年

1 年

2 年

2 年

●異物の詰まり 、 凍結

給排水管は常時流すか水抜きをし ないと 凍結し （ 冬

場）、 破損する場合があり ます。 またゴミ などの異物

を流し たこ と により 詰まり を起こ し 、 破損等が起き た

場合は、 保証の対象外と なり ます。

●パッ キン 等の消耗品による も の

お引渡し 時に設置さ れているパッ キン等の消耗品は

保証の対象外と さ せていただき ます。

●機器取扱説明書以外の使用およびメ ーカ ー

　 による 保証内容、 保証期間を 超える も の

お引渡し 時にお渡し する取扱説明書による維持管理が

前提と なり ます。 なお、 メ ーカ ーにより 保証期間が

2 年以下の付帯設備も ございます。

※キッ チン、 風呂、 洗面化粧台、 ト イ レに関し ては

　 設備保証基準に準じ ます。

ガス工事

ガス栓

配管

取付不調

作動不良　 等

接続・ 支持不良

腐食、 破損　 等

保証対象部分 現　 象 特定免責事項保証期間

2 年

1 年

●機器の作動不良でメ ーカ ーの保証期間を

　 超える も の

※給湯器は設備保証基準に準じ ます。



塗装工事

保証対象部分 現　 象 特定免責事項保証期間

2 年

土工事

保証対象部分 現　 象 特定免責事項保証期間

2 年

屋根工事

保証対象部分 現　 象 特定免責事項保証期間

2 年

塗装仕上面

（ 工事塗装を 含む）

白華

はがれ

亀裂　 等

●日常歩行によ る 摩耗

日常的に歩行するよう な部分に関し ては、 他の箇所に比

べ頻繁に使用さ れるため、 保証の対象外と さ せていただ

き ます。

●汚れによ る変色

過度な汚れによる塗装の変色については保証の対象外と

さ せていただき ます。

盛土

埋戻し および

整地を 行っ た部分

沈下、 陥没、 隆起

敷地の排水不良
2 年

●構造上または機能上、 影響のない沈下

こ れら の部分に多少の沈下等が生じ るのは避けら れま

せん。 し かし 、 住宅の品質または性能を損なう も のでは

あり ません。 よっ てこ の様な多少の沈下等は、 保証の

対象外と なり ます。

コ ンク リ ート 工事

保証対象部分 現　 象 特定免責事項保証期間

アプロ ーチ

ポーチ

土間

テラ ス等

主要構造部以外の

コ ン ク リ ート 部分

著し い沈下

ひび割れ

不陸

隆起

主要構造部と の

はだわかれ　 等

●構造上または機能上、 影響のない沈下

●構造上または機能上、 影響のないひび割れ

こ れら の部分に多少の沈下等が生じ るのは避けら れま

せん。 し かし 、 住宅の品質または性能を損なう も のでは

あり ません。 よっ てこ の様な多少の沈下等は、 保証の

対象外と なり ます。

モルタ ル、 コ ンク リ ート 材料の特性により 軽微なひび割

れは避けら れません。 し かし 住宅の品質または性能を損

なう も のではあり ません。 よっ てこ の様な小さ なひび割

れは保証の対象外と なり ます。

●白華

セメ ント の表面に白い結晶のよう なも のが発生するこ と

があり ますが、 特に建物の強度と は関係あり ませんので

保証の対象外と なり ます。

●凍結に起因する も の

基礎・ 土間の仕上げで凍害によっ て起き たひび割れは

保証の対象外と なり ます。

屋根仕上部分 著し いずれ、 浮き

変形、 腐食、 破損等

●屋根の雪下ろ し 時に起因する も の

積雪により 、 お客様、 も し く はお客様が依頼さ れて雪下

ろし を行っ た際の、 屋根または周辺部分の損傷は保証の

対象外と なり ます。



木工事

保証対象部分 現　 象 特定免責事項保証期間

ボード ・ 表装工事

保証対象部分 現　 象 特定免責事項保証期間

2 年

組積工事

保証対象部分 現　 象 特定免責事項保証期間

2 年

2 年

左官・ タ イ ル工事

保証対象部分 現　 象 特定免責事項保証期間

床、 壁、 天井、 屋根

階段等の木造部分

著し い沈下

ひび割れ

不陸

隆起

主要構造部と の

はだわかれ　 等

2 年

●構造上または機能上、 影響のないすき ま

木材は年月の経過により 収縮するも のであり 、 羽目板、

縁甲板、 巾木等に多少のすき まができ るこ と も ござい

ます。 し かし 、 住宅の品質または性能を損なう も ので

はあり ません。 よっ て、 こ の様な多少のすき ま等は、

保証の対象外と なり ます。

●設計時予定のなかっ た重量物設置に起因

する も のおよ び過度の暖房によ る も の

設計時予定のなかっ たピアノ 等重量のあるも のをお客

様の判断で設置し た場合、 または過度の暖房が原因で

左記現象を起こ し た場合は保証の対象外と なり ます。

●お客様が取り 付けた機器等に起因する も の

お客様が取り 付けた重い照明器具やエアコ ンにより

現象例のよう な症状が起きた場合は保証の対象外と

なり ます。

床、 壁、 天井等の

ボード

表装工事によ る

部分

仕上材の剥離、

変形・ 変質または

著し い浮き 、 すき ま、

し み　 等

●構造上または機能上、 影響のないすき ま

建具の開閉が困難と なるよう な建物の変形以外によっ て

起き た下地・ 仕上材の小さ なすき まは保証の対象外と な

り ます。

●お客様が取り 付けた機器等に起因する も の

お客様が取り 付けた重い照明器具やエアコ ンにより

現象例のよう な症状が起き た場合は保証の対象外と

なり ます。

壁、 床、 天井等の

左官工事部分

仕上げ部分または

目地部分に剥離、

変退色、 著し い

ひび割れ　 等

●構造上または機能上、 影響のないひび割れ

こ れら の部分に軽微なひび割れ、 組積表面の軽微な段

差、 凸凹は通常生じ るも のであり 避けら れません。

し かし 、 住宅の品質または性能を損なう も のではあり ま

せん。 よっ てこ の様な軽微なひび割れ等は保証の対象外

と なり ます。

モルタ ル材料の特性により 軽微なひび割れはさ けら れ

ません。 し かし 住宅の品質または性能を損なう も ので

はあり ません。 よっ てこ の様な小さ なひび割れは保証

の対象外と なり ます。

●構造上または機能上、 影響のないひび割れコ ンク リ ート ブロッ ク

れんが等の組積部分

目地部分の亀裂、

破損

仕上材の剥離　 等



断熱・ 防露工事

保証対象部分 現　 象 特定免責事項保証期間

2 年

防水工事

保証対象部分 現　 象 特定免責事項保証期間

2 年

建具・ ガラ ス工事

保証対象部分 現　 象 特定免責事項保証期間

壁、 床、 天井裏等の

断熱、 防露工事を

行っ た部分

結露水のし たたり

結露によ るかびの

発生　 等

2 年

●換気不足および水蒸気を 大量に発生さ せる

　 住まい方に起因するも の

外部およ び

内部建具

変形

腐食

開閉不良

がたつき

雨水の流入　 等

●作動に影響を 及ぼさ ない反り 、 雨・ 日照

　 による 玄関ド ア外側の変色、 退色

浴室等の水廻り 部分

およ び外壁開口部

取付け等の

シーリ ング部分

防水層の破断

水廻り 部分と 一般部分

の接合部の防水不良等、

シーリ ング材の

施工不良による劣化等

による雨水の侵入

石油フ ァ ンヒ ータ ーやガスフ ァ ンヒ ータ ーなどは、

燃焼と 同時に水蒸気を発生さ せます。 また、 洗濯物を

部屋の中に干し たり 加湿器の使用も 同様で、 結露の

原因と なり ます。

●サッ シ、 ガラ スおよび浴室、 便所、 洗面所、

　 非採暖室などの結露、 便器およ びタ ン ク の

　 表面
サッ シ、 ガラ スおよび浴室、 便所、 洗面所などの非採

暖室（ 暖房し ていない部屋） は、 外気と の温度差によ

り 結露し やすく なり ます。 また便器なども 水温と の温

度差により 結露し やすく なり ます。 結露が発生し た場

合は、 こ まめに拭き 取るなどし て壁や床に水分が溜ま

ら ないよう にし てく ださ い。

●異常気象による も の

湿度が異常に高い状態になるなどの異常気象による

結露は、 保証の対象外と なり ます。

●立地条件に起因するも の

風通し に良く ない場所に建物が建っ ている場合は、

換気を頻繁にするよう に心がけてく ださ い。

玄関ド アは、 常に外気にさ ら さ れ、 気象の影響を受け

ています。 そのため作動に支障がない程度の反り など

については、 保証の対象外と さ せていただき ます。

●網の破損、 ガラ スの熱割れ、 襖紙・ 障子

　 紙の破損

網戸の網、 ガラ ス、 襖紙、 障子紙は本来割れたり 、

破損する性質をも っ ていますので保証の対象外と

さ せていただき ます。



金物工事

保証対象部分 現　 象 特定免責事項保証期間

2 年

雑工事

保証対象部分 現　 象 特定免責事項保証期間

2 年

汚水処理工事

保証対象部分 現　 象 特定免責事項保証期間

と い 脱落

破損

たれ下り

著し い腐食　 等

2 年

●雪害、 風害によ る も のおよび枯葉等の

　 異物の詰まり に起因する も の

汚水処理槽 槽のひび割れ、

腐食によ る 漏水、

不同沈下による

機能不全

●指定業者と の保守管理契約を 結んで

　 いないも の

小屋裏

軒裏および床下の

換気孔

脱落、 詰まり 、

著し い腐食、 雨・ 雪

鳥・ ねずみ等の侵入

換気性能の低下　 等

積雪時の雪の重みや、 台風の強風による破損等、

および枯葉等の異物の詰まり 、 必要以上の重さ が

加わっ た場合の破損は、 保証の対象外と なり ます。

水切

雨押えの金属板

継手のはがれ、 浮き

著し い腐食

下地材への雨水の

侵入　 等

浄化槽は専門家による点検、 清掃が必要なため、 指定

業者と の保守管理契約を結んでいないも のは、 保証の

対象外と なり ます。

めがね石 脱落、 絶縁不良　 等



メ  ン テ ナ ン ス の 標 準 的 な 目 安
屋外部分

点検部位 更新・ 取替えの目安主な点検項目 点検時期の目安

モルタ ル壁

サイ ディ ン グ壁

瓦葺き

スレ ート 葺き

金属板葺き

雨どい

木部

鉄部

アルミ 部

屋内部分

割れ、 蟻道、 不同沈下、

換気不良

汚れ、 色あせ・ 色落ち、

割れ

汚れ、 色あせ・ 色落ち、

シーリ ングの劣化

ずれ、 割れ

色あせ、 色落ち 、 ずれ

割れ、 錆び

色あせ、 色落ち 、

錆び、 浮き

詰まり 、 はずれ、 ひび

腐朽、 破損、 蟻害、

床の沈み

錆び、 破損、

手すり のぐ ら つき

錆び、 破損

外
　
壁

屋
　
根

バ
ル
コ
ニ
ー

基　 礎 5 ～ 6 年ごと

5 ～ 6 年ごと

2 ～ 3 年ごと

3 ～ 4 年ごと

4 ～ 6 年ごと

2 ～ 3 年ごと

2 ～ 3 年ごと

（ 3 ～ 5 年ごと に塗替え）

1 ～ 2 年ごと

（ 2 ～ 3 年ごと に塗替え）

2 ～ 3 年ごと

（ 3 ～ 5 年ごと に塗替え）

3 ～ 5 年ごと

点検部位 更新・ 取替えの目安主な点検項目 点検時期の目安

土台、 床組

柱、 はり

壁（ 室内側）

天井、 小屋組

階段

腐朽、 錆び、 蟻害

床の沈み、 き し み

腐朽、 破損、 蟻害

床の沈み

割れ、 雨漏れ、 目地破断、

腐朽、 蟻害、 錆び

腐朽、 錆び、 はがれ

たわみ、 雨漏れ、

蟻害、 割れ

沈み、 腐朽、 錆び

蟻害、 割れ

4 ～ 5 年ごと

10 ～ 15 年ごと

10 ～ 15 年ごと

10 ～ 15 年ごと

10 ～ 15 年ごと

土台以外は 20 ～ 30 年位で

全面取替えを 検討

10 ～ 15 年位で全国補修を検討

（ 亀裂等の状況により 相当幅有り ）

10 ～ 15 年位で

全面補修を 検討

20 ～ 30 年位で

全面葺替えを 検討

10 ～ 15 年位で

全面補修を 検討

10 ～ 15 年位で

全面補修を 検討

7 ～ 8 年位で

全面取替えを 検討

15 ～ 20 年位で

全面取替えを 検討

10 ～ 15 年位で

全面取替えを 検討

20 ～ 30 年位で

全面取替えを 検討



建具

点検部位 更新・ 取替えの目安主な点検項目 点検時期の目安

玄関建具、 窓

シャ ッ タ ー、 網戸

窓枠等の木部

木製建具

ふすま、 障子

外
　
部

2 ～ 3 年ごと

2 ～ 3 年ごと

2 ～ 3 年ごと

2 ～ 3 年ごと

1 ～ 3 年ごと に貼替え

10 ～ 20 年位で

取替えを 検討内
　
部

すき ま、 開閉不良、 腐食、

付属金物異常

錆び、 建付不良

錆び、 雨漏り 、

コ ーキン グ不良

すき ま、 開閉不良、

取付金具の異常

すき ま、 開閉不良、

破損、 汚れ

（ 建付調整は随時）

（ 建付調整は随時）

（ 建付調整は随時）

15 ～ 30 年位で

取替えを 検討

15 ～ 30 年位で

取替えを 検討

建具取替えの際更新

10 ～ 20 年位で

取替えを 検討

設備

点検部位 更新・ 取替えの目安主な点検項目 点検時期の目安

排水管

水栓器具

排水管、 ト ラ ッ プ
給
排
水

1 年ごと

10 ～ 20 年位で

全面取替えを 検討

（ 水漏れは直ちに補修）

（ 3 ～ 5 年でパッ キン 交換）

15 ～ 20 年位で

全面取替えを 検討

10 ～ 15 年位で

取替えを 検討

15 ～ 20 年位で

全面取替えを 検討

ユニッ ト バス

ガス管

給湯器

換気設備

電気設備

外
　
部

10 ～ 20 年位で

全面取替えを 検討内
　
部

10 ～ 15 年位で

全面取替えを 検討

15 ～ 20 年位で

全面取替えを 検討

10 年位で取替えを 検討

15 ～ 20 年位で

全面取替えを 検討

台所シン ク

洗面設備

便所

水漏れ、 赤水

水漏れ、

パッ キン の異常

水漏れ、 詰まり 、 悪臭

水漏れ、 割れ、 腐食

便器、 水洗ﾀﾝｸの水漏れ

1 年ごと

1 年ごと
（ 水漏れは直ちに補修）

1 年ごと

1 年ごと

（ 水漏れは直ちに補修）

（ 水漏れは直ちに補修）

15 ～ 20 年位で

全面取替えを 検討

1 年ごと

1 年ごと

1 年ごと

1 年ごと

1 年ごと

ジョ イ ン ト 部の割れ、

すき ま、 汚れ

ガス漏れ、 劣化

水漏れ、 ガス漏れ、

器具の異常

作動不良

作動不良、 破損



お問合わせ先

M-HOUSE 建築事業部

株式会社 M-HOUSE
URL.  http//m-house.jp

〒245-0002

神奈川県横浜市泉区緑園 1-1-19 ロッジア 3F

TEL ： 045-811-8891

FAX ： 045-811-8892

0120-694-301
営業時間／ 10:00 ～ 19 ： 00


